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第 1図 品種登録の手続図

野菜の品種登録と

その概要について
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1.はじめに

昭和53年の第84通常国会で成立した新しい種苗法は，

同年12月に施行され 2年半を経過したがこの間新品種保

護制度の理解と普及が進むにつれ，出願・登録の件数も

増加の一途を辿っている。また本制度については直接種

苗とかかわりを持つ育種技術者，種苗業者のみならず生

産農家，市場関係者から消費者に至る各層においても少

なからず関心が示されつつあるところである。

この制度が生まれた背景となったものは，作物の新品

種の育成が多面的に要望され，育種の振興が強く叫ばれ

ていること。これは同時に育成者の権利を認め，新品種

を保護するいわゆる育成者権の確立につながるものであ

ること。また，海外諸国との交流が盛になるに伴ない我

が国には新品種の保護制度がなかったため，外国から優

良な品種の導入を阻害する要因となっていた反面，我が

国で育成された品種が海外で、保護を受けられない等の状

況にあり種苗の国際交流の円滑化が求められていたこ

と。更に農業の基本資材である種苗の品質のより一層の

向上と流通の近代化を図ること等が要請されていたこと

によるものである。

2. 品種登録制度の仕組み

この制度では，新品種の育成者又は出願について同意

を得た人は農林水産大臣に対して品種登録の出願をし，

登録の要件〈①品種の均一性，②品種の安定性，③他品

種との区別性，④未譲渡性〉を満たしていると認められ

た場合には所-要の手続を経た後品種登録が行われる。こ

の間出願資料に基づき書類審査，現地審査，栽培試験等

による厳正な審査が行われる。現在，出願できる対象の

作物は 365種類となっている。

品種登録者にはその品種の種苗の販売に関する排他的

権利が付与される。従って品種登録者以外の者は新品種

の種苗を有償で譲渡したり，そのための生産をしたりす

る場合には品種登録者の許諾を受けなければならないこ

ととなっている。

出願に際しては出願料 (3万5千円)， 登録された場

合には必要な登録料を支払うこと，更に新品種を維持す

ることが義務づけられる。

3. 野菜品種の出願・登録の状況

と
イ
咋
B

1
4
 

第三種郵便物認可 (5) "'"ι 
づ一

民主資付帯説会 w林水/1(:111(物的品川グ)育成)

j (江川) ↓ 
);'{fj、水産大臣への:11申(i(if山をした{;等)

I削'H和Mト附点川附~!1.物b却Jの l弔R町(得附f伐削t叫J.I昨のn作一成 I[甲甲HιH:、t口説泌川g況ω削t引刷!砂明川F別札J，川"作?、 J山1'0町町肌1，“品1

嬰ないJ形伊附伐の叫J桁日3山包 iハi況川「作f品附のデ¥ I I刊日休、ωの令州白川li~\:し <1は止 再剖郎1;又はその|

(段休水尚大l日川;日i) ¥一夕付J主削i汗1I椛i古 ) I 1川 1の悦i山11、l山1'，服服l似料の叫h納州V引肝川{卜付、，1 J | 山川…休川仙川本恥糾1内尚似州川…守主似州川f汰山川大刈川l日;

r ~内l作\: 1.矧H 存先

p凡 j也調 1f. い目、2誌な資料のJ:，¥:I似(;j，
l比 γL験この!日伐に係る附|によ 、

って!'I{IHi.の川出iを:-4る。

新MI刊でhることを必定 [/'1'，.ど公J<(，IJ:見の'1':11) JI;抱一 (y，¥，i荘11'立)

品 H {~ H fM，fo[lのず'， (f/;，1，([物体的特刊、 u効JUIl

j 1間山川町内山よ|
!日刊、 J!l_ び fi:IÎJj.7i をtHI Ht{~j_kM:(二記械 1

J: ;J、

ト(州Ir_，!:l

{I:H科的IM'I

j (附品川県r{)
{JH，¥;¥EO)交付

品 1卜'E{~í占グ的)，{f IJ効jlm剖JIl問i日川:1 I 

i け15'司1'1:附l¥川¥J)又(1はよ18'司1'1::日j)

[h川匁効似州h川川!山U州 叩川川一一lドm凶t明唯の吟登
t判|をt判1';(什IL主し、と f王臼E主引[は止 | 

n， リil川l'自'1さjれ[，るる。 J

制度の発足以来3 今年6月末迄の出願及び登録の状況

は表Iのとおりである。これを年次別にみると54年(初

表I 出願及び登録状況

以ご 出願品種数 登録品種数
耳又下げ 審査中の|
又は拒絶 品種数

食用作物 34 5 29 

工芸作物 6 2 4 

里子 莱 110 (64) 38 11 61 

果 相f 145 (84) 52 2 91 

飼料作物 8 4 l 3 

花 ~J{ 158 (35) 26 6 126 

観賞樹木 84 (34) 26 3 55 

きのこ類 20 3 17 

言十 565(217) 156 23 386 

(注) ( )は農産種苗法に基づいて昭和53年12月28日前の出願で

種苗法施行時において審査中のものであり内数である

年度)85件， 55年 139件， 56年6月末現在 124件で，年

次大幅に増加している。

とくに野菜についてみると，出願件数 110件で全体の

19.5%，登録件数38件!で24.3%に当り，花き類，果樹と

ともに，園芸作物の分野での育種が盛んなことを示して

いる。

これを野菜の種類別にみると，表Eに示すとおり，だ

いこん，いちご，えんどう，きゅうり等の順で28の品目

に亘ってし、る。

さらに登録者の階層別内訳は表Eのとおりで，野菜の



みかど育種農場

千葉県千葉市星久喜町1， 203 

育成者の氏名中村浄

登録番号及び登録年月日

第74号(野菜第21号〉昭和56

年 2月4日

農林水産植物の種類及び登録

品種の名称

ごぼう コバルト極早生

登録品種の植物体の特性の概

要

この品種は，昭和44年 4月に農業

技術研究所放射線育種場において，

「柳川中生」種子に照射を受け，そ

こに出現した変異個体から育成した

品種登録者の内訳
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出願及び登録の状況表E

罪責

出願件数

登録件数

内定公表中の品種

種
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3. 
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部門では民間種苗会社の育成によるものが主体となって

おり，いわゆる篤農家の育成にかかるものがこれに次い

でいる。国，都道府県の職務育成品種についても登録の

対象となっているため今後の増加が見込まれる。

以上から考察すると野菜についていえば，生産者及び

市場等の要望が強く，かつ将来普及が期待されるような

種類，又いちご，えんどうのように簡単に再生産が行わ

れ易いもの等に集る傾向にあるのではないかと思われ

る。

4. 野菜の登録品種について

前述のとおり種苗法に基づく登録品種は現在38種を数

えるが，このうち特徴のある品種の1，2を以下抜粋して

紹介する。

1. 登録番号及び登録年月日

第 1号〈野菜第 1号〉昭和54年11月 1日

農林水産植物の種類及び登録品種の名称

はくさい北京

3. 登録品種の植物体の特性の概要

草姿は「紹菜」に似た立性で，葉は濃緑~極濃緑色，

葉形は長く葉先はやや尖る。葉縁の切れ込みは浅く，葉

面の波うちは少い。中肋は「紹菜」に似て長く細い。結

球は茸形の半結球で，球径約12'"'-'13cm ，球高約45'"'-'48cm

の細長い円筒形である。球重は 3kg内外で、「紹菜」と同

程度の大きさである。結球葉数は少いが球のしまりは良

い。内葉は濃い黄白色で，肉質ははくさいとしては硬い

が， r紹莱」に比べると歯切れがよく軟い。熟期はやや

晩生である。

4. 品種登録の有効期間 15年

5. 品種登録者の民名又は名称及び住所

56.6.30現在

が号 総数 例人 幌市会担 食品会社等 農協 都道府県 試国験場立

食用作物 5 {!!: O{'!ニ O{!!二 o {L!: 0件 4件 1 {LI' 

工芸作物 2 1 。 I 。 。 。
野 菜 38 10 25 1 1 1 。
呆 樹 52 35 2 8 6 。
飼料作物 4 。 。 。 1 。 3 

花 類 26 16 7 。 。 3 。
観賞樹木 26 19 7 。 。 。 。
きのこ類 3 。 3 。 。 。 。

156 81 43 4 10 14 4 

表E
出願件数および登録件数は56年6月末現在

出願件数は種苗法施行時の旧農産種苗に基づく出願を含む

内容公表は56年 7月28日公表のもの

(注) 1. 

2. 

3. 

ものであり 3 根長が短かく，尻部肉付き良く，ス入りの

少ない極早生種である。草姿は立性で，草勢強く，葉は

丸葉で葉柄は「岐阜早生島」に比べて長く太い。生育日

数は約 100日で，根長は約50cm前後， r岐阜早生島」よ

り短く，太さは約 2cm位となる。

根部は淡かっ色で、滑らかであり， ス入り・空洞がな

く， r岐阜早生島」より首部から尻部までの肉付きが良

い。耕土の浅いところでも栽培が可能である。

4. 品種登録の有効期間 15年

5. 品種登録者の名称及び住所

株式会社柳川採種研究会

茨城県東茨城郡美野里町羽鳥 256番地

登録品種の育成をした者の氏名 柳津康雄6 

2. 


